誓　 約 　書
令和　　年　　月　　日　
広島県水道広域連合企業団
安芸高田事務所長　竹内　正樹　様　　　　　　

所在地　　　　　　　　　　　　　　　 
会社名等　　　　　　　　　　　　　　　 
代表者職氏名　　　　　　　　　　　　 　㊞　

安芸高田市水道事業業務委託公募型プロポーザルの参加を申し込むに当たり、下記に記載した事項は事実と相違ありません。

記

（１）共通事項
1  「 安芸高田市の令和７・８年度物品等入札参加資格者名簿」に登載のある者で、役務の提供において、上下水道関係の登録のあるもの。
2   地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定する入札参加資格制限に該当しないこと。
③  公募型プロポーザル参加表明書の提出期限において、広島県及び安芸高田市建設業者指名除外要綱に基づく指名除外を受けていないこと。
④  会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続き開始の申立て又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていないこと（会社更生法に基づく更生手続き開始の決定又は民事再生法に基づく再生手続開始の決定があった場合を除く。）。
⑤  法人税、消費税及び地方消費税に滞納が無いこと。
⑥  次のアからカまでのいずれの場合にも該当しないこと。
　　ア 役員等（個人である場合にはその者を、法人である場合にはその全ての役員をいう。以下同じ。）が暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号。以下「法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であると認められるとき。
　　イ 暴力団（法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
　　ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用する等したと認められるとき。
　　エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
　　オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
　　カ 営業活動に係る必要な契約の締結に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該相手方と契約を締結したと認められるとき。
⑦  単独企業であること。
⑧  水道法（昭和32年法律第177号）に規定する水道事業又は水道用水供給事業に係る現有施設能力12,000立方メートル／日以上の国内の浄水場（水道事業に係るもの）において、単体として第三者委託又は包括運転管理業務委託（包括運転管理業務には、運転操作監視業務、保守点検業務、修繕業務及び薬品等のユーティリティー調達業務が含まれること。）を３年以上元請として実施した実績を有すること。
⑨  水道法第24条の３に規定する受託水道業務技術管理者の資格を有する者を雇用しており、その資格者を本業務に配置するものであること。また、配置にあたっては、⑧に該当する浄水場の運転管理の実務経験を１年以上有する者であること。
⑩  次のアからエに示す有資格者、実務経験者を参加表明書提出時点で直接的に雇用していること。ただし、有資格者の資格重複は可能とする。なお、同等以上の資格を可とする。
　　ア 水道技術管理者の資格を有している者
　　イ 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者
　　ウ 危険物取扱者乙種第４類
　　エ 第２種電気工事士 

（２）　水道施設等の維持管理
①　「令和７・８年度安芸高田市物品等入札参加資格者名簿」に登載のある者で、役務の提供において上下水道関係の登録があるもの。
②　元請けとして、過去10年間に日本国内の水道事業における浄水施設（排水処理を除く。）の浄水施設運転管理業務実績が２年以上の経験がある者。
③　次に掲げる有資格者を配置又は組織できること。
ア　水道法第24 条の３第３項に規定する「受託水道業務技術管理者」の資格
を有し、かつ浄水場運転管理の実務経験が２年以上ある者。
イ　第二種電気工事士以上の資格を有する者。
ウ　その他、要求水準書に定める法令の規定により必要な資格を有する者。

（３）　給水装置関連業務
①　水道技術管理者または、給水装置責任技術者の資格を有する者

　（４）　料金事務関連業務
①　要求水準書に示す検針業務及び調定・収納業務並びに滞納整理業務の全てにおいて、当該業務委託の目的達成に必要な従事者を配置できる者であること。
②　個人情報の漏えい、滅失、き損、または改ざんの防止、その他個人情報の適正
　な保護及び管理のために必要な措置を講ずることができる者であること。

